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はじめに

介護保険制度は，要介護状態となり，介護，機能訓練，

医療を要する者などに対して，その能力に応じて自立し

た日常生活を営むことができるよう，必要なサービスを

提供することを目的として，平成 12 年度に導入され，

以降，改正を重ねながら現在に至っている．

厚生労働省は，第 5 期介護保険事業（支援）計画（平

成 24 年度～ 26 年度）の中で，職種間の連携においては，

生活行為向上支援システムとしての，医療と介護の連携

強化が不可欠であると指摘している．

眞柄ら 1）は，2002 年，「介護保険下での看護職の役割

と連携」をテーマにした交流会参加者への調査におい

て，看護職は他職種との連携を図る上で，全員が連携に

関して困難を感じていたと報告し，守本 2）も，2011 年に，

報　告

兵庫県Ａ市における在宅高齢者ケアに関わる
医療・看護・福祉の連携の現状と課題

The present state and problems of collaboration with medical, nursing and welfare profession for elderly person 

homecare in A city of Hyogo prefecture
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要約：介護保険制度は，介護，機能訓練，医療を要する者などに対して，その能力に応じて自立した日常
生活を営むことができるよう，必要なサービスを提供することを目的として，平成 12 年度に導入された．
第 5 期介護保険事業（支援）計画において，生活行為向上支援システムを構築するためには，医療と介護
など，職種間の連携強化が不可欠とされている．そこで，在宅高齢者ケアに関わる密度の高い看護職，福
祉職，ケアマネジャー職を対象に意識調査を行った．調査対象は兵庫県Ａ市における 24 の事業所に勤務す
る 200 人で，108 人より回答（すべて有効）を得た．対象者の主な属性は，平均年齢が 44.4±11.2 歳，勤務
期間が 11.1 ± 8.6 年，正規職員が 75.9％であった．回答者の約 45% は職場の責任者であった．調査結果より，
次のようなことが分かった．
1）連携活動の目的は，「よりよい支援を行うこと」が約 90％を占め，その基本であることが分かった．
2）連携活動の時間帯は，多くが業務時間内であったが，時間外も約 15% を占めた．使命感を持って努力

している姿勢を示すものと考えられる．
3）連携活動の現状について，「満足していない」が，「満足している」を約 2 倍上回り，しかも，約 2/3 が「ど

ちらでもない」と回答した．現状改革の必要性を強く示唆する結果である．
4）連携活動の状況については，「情報の共有化」が最も高かったが，他市に比べて「関係職種との関係」

が比較的良好であることが示唆された．
5）自由記載の項目において，連携のシステム構築に活用すべき多くの有用かつ貴重な意見や提言が得られ，

今後，関係事業所，行政機関，教育の場が，連携を密にして，相互協力することが重要であると結論された．
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現状においては連携に関する状況は大きくは変わってい

ないことを指摘しており，各地で多職種間の連携に関す

る様々な取り組みがされている．しかし，一定のルール

化が確立されるなど明確な連携のシステム構築には至っ

ておらず，今後への課題は大きい．

兵庫県Ａ市においては，平成 24 年 3 月末における高

齢化率は 25.9％であり，急速な人口の高齢化の進展にと

もなって，独居高齢者，高齢者単独世帯，認知症高齢者

等の増加が予測され，在宅ケアを必要とする高齢者の

ＱＯＬ向上のためにも連携への取り組みの強化が急がれ

る．

そこで，今回，在宅高齢者ケアに関わる密度の高い看

護職・福祉職・ケアマネジャー職への意識調査を通して，

Ａ市における医療・看護と福祉の連携の現状と今後の課

題を明らかにし，連携に関するシステム構築への基礎資

料を得ることとした．

Ⅰ．研究目的

Ａ市における医療・看護と福祉の連携の現状と今後の

課題を明らかにし，連携に関するシステム構築への基礎

資料を得る．

Ⅱ．研究方法

1．調査期間：平成 24 年 2 月～ 3 月

2．調査対象

介護保険サービスにおける居宅サービス，施設サー

ビス等を通じて在宅高齢者ケアに関わる，Ａ市内の事

業所および施設に勤務する 3 職種（看護職，福祉職，

ケアマネジャー）総計 200 人を対象とした．

調査した事業所および施設は，訪問看護ステーション（2），

デイサービスセンター（10），介護老人保健施設（2），

地域包括支援センター（1），特別養護老人ホーム（3），

訪問介護事業所（5），グループホーム（2），小規模多機

能施設（2），居宅介護支援事業所（9），訪問入浴（1），

介護タクシー（1）であった．

なお，複数の職種を兼務している場合は，勤務上の

主たる職種の立場からの回答を依頼した．

3．調査内容

1）対象者の属性

対象者の年齢，性別，所属，資格，現在の業務に必

要な資格，役職等であった．

2）調査項目

①連携の目的，②連携活動を行う時間帯および頻

度，③連携活動を行っている機関の種類および連携の

強さ，④連携活動を行っている専門職の種類および連

携の強さ，⑤連携活動の状況，⑥在宅高齢者ケアに関

わる連携活動上での満足度，⑦在宅高齢者ケアに関わ

る連携に関して，優れていると思う点，課題，問題点，

改善点について等であった（⑦は自由記述）．

なお，連携活動の状況については，筒井 3）4）の開発

した「保健医療福祉職における連携活動評価尺度」を

使用した．

4．分析方法

1） 連携の「機関」および「職種」との連携の強さお

よび「連携活動」を示す指標として，加重平均を用

いた．加重平均は，選択肢の「非常に弱い」には人

数に 1 を，「弱い」には人数に 2 を，「普通」には人

数に 3 を，「強い」には人数に 4 を，「非常に強い」

には人数に 5 を乗じて，その総計を人数の合計で割

って算出するものである．

2） 推計学的処理は一元配置分散分析により行った．

その際の項目間の多重比較は Tukey 検定によった．

3） 自由記述部分に関しては，複数の研究者によりカ

テゴリー化を行った．

5．倫理的配慮

研究の遂行に当たっては，以下の点を規定し，完全

に履行した．

①研究協力への同意が得られた者を対象とするこ

と，②研究への参加は自由であり，参加の有無によっ

て不利益を被らないこと，③調査票の提出は無記名と

し，対象者が同封の返信用封筒で調査者宛てに直接返

送すること，④回収した調査票は研究者の大学の研究

室で厳重に保管すること，⑤個人情報に関わるデータ

は研究者以外に開示せず，また得られたデータは研究

目的以外には使用しないこと，⑥課題解決や学術的公

表に供した後，関連資料はシュレッダーにかけ，完全

に廃棄すること．

調査回答を得る手続きは，①対象者の所属事業所お

よび施設を訪問し，所属長に対して，文書および口頭

にて，研究目的，方法，意義，守秘義務，調査協力は

自由であること，調査後のデータ開示，研究終了後の

調査票の破棄等について説明する，②所属部署におけ
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る検討を経て許諾を得る，③所定の日に，所属長から，

個々の調査対象者に対して，「研究目的，方法，意義，

守秘義務，倫理的配慮（調査協力は自由であること，

調査後のデータ開示，研究終了後の調査票の破棄な

ど）」が記載された調査依頼書，調査票，返信用封筒

を同封した封書を手渡してもらう，④本研究の主旨に

同意した者だけが，本人の意思によりアンケートに回

答し，同封の封筒にて調査者宛てに返信する，とした．

6．用語の定義

連携とは，「異なる専門職や機関（もしくは組織）が，

よりよい問題解決のために，共通の目的を持ち，情報

の共有化を図り，協力し合い活動すること 3）」，また，

連携活動とは，「連携の目的を達成するために行う諸

活動」と定義し，調査票にも記載した．

Ⅲ．結果

Ａ市内の看護職，福祉職，ケアマネジャー職の 200 人

に配布し，108 人より回答（回収率 50.4％）が得られた．

有効回答率は 100％であった．

1．対象の概要

対象者の年齢は 23 歳から 69 歳に渡っており，平

均年齢は 44.4 ± 11.2 歳であった．年代は，「20 代」が

12.0％，「30 代」が 20.4％，「40 代」が 33.3％，「50 代」

が 23.1％，「60 代」が 10.2％，「不明」が 1.0％であった．

性別は，「男性」21.3％，「女性」78.7％であった．

回答が多かった所属部署は，デイサービスセンター

28 人（25.9%），居宅介護支援事業所 21 人（19.4％），

介護老人保健施設 15 人（13.9％）であった．雇用形

態については，正規職員が 82 人（75.9％）であり大

多数を占めた．パート雇用 11 人（10.2％）と契約雇

用 10 人（9.3％）はほぼ等しかった．

職場における役職は，「施設管理者・責任者」が 4

人（3.7％），「部門の責任者」が 20 人（18.5％），部門

のリーダーが 8 人（16.7％）であり，約 43.5％を占めた．

管理者・責任者以外の「その他の職」は 61 人（56.5％）

であった．

勤務期間に関しては，「養成校卒業後」11.1±8.6 年

であり，「現職場における勤務年数」は 5.9 ± 4.9 年，「現

職種になってからの期間」は 6.8 ± 5.5 年であった．

現在保持している資格（複数回答）については，多

い上位 5 番は，介護福祉士 56 人（51.9％），ホームヘ

ルパー 47 人（43.5％），ケアマネジャー 37 人（34.3％），

看護師 14 人（13.0％），社会福祉士 6 人（5.6％）であ

った．また，現在の業務に必要な資格は，介護福祉士

（38.9％），ケアマネジャー（25.0％），看護師（8.3％），

ホームヘルパー（7.4％），作業療法士（4.6％）が高い

図１．連携活動の目的、時間帯および頻度
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順に挙げられていた．

2．連携の目的，連携活動を行う時間帯および頻度

図 1 に示すように，他の機関と連携する目的につい

ては，「個別支援計画立案のため」が 9 人（8.3％）あ

ったが，「よりよい支援のため」が 95 人（88.0％）と

その殆どを占めた．

連携活動を行う時間帯は，「勤務時間内」が91人（84.3

％）であり，次いで「勤務時間終了後」11 人（10.2％），

「勤務時間前」2 人（1.9％），「土・日・祝日」1 人（0.9

％），その他 2 人（1.9％）であった．一方，連携活動

の頻度は，「ほぼ毎日」39 人（36.1％），「月 2 ～ 3 回」

22 人（20.4％），「週 2 ～ 3 回」21 人（19.4％）が多く，

約 75.9％を占めたが，「年に数回程度」14 人（13.0％）

や「ほとんどない」7 人（6.5％）も 20％近くいた．

3． 連携活動を行っている「機関の種類と連携の強さ」

および「専門職の種類と連携の強さ」

連携活動を行っている機関の種類および連携の強さ

については，連携の強さを表す加重平均順に図 2 に示

した．居宅介護支援事業所が最も大きく，次いで在宅

介護支援センター，訪問介護事業所，デイサービスセ

ンター，訪問看護ステーションと続き，12 番目の市

介護福祉課・社会福祉課等までは加重平均値が 3 以上

であった．また，連携活動を行っている専門職の種類

および連携の強さについても，加重平均値順に示すと

図 3 のとおりであった．ケアマネジャー，介護福祉士，

ホームヘルパーの 3 者は，他に比べて連携は強い傾向

が見られた．ついで，理学療法士から 13 番目の社会

福祉協議会職員までは加重平均値が 3 以上であった．

4．連携活動の状況

連携活動の状況に関しては，4 つのカテゴリーに分

けて表 1 に示した．加重平均値の大きい 6 項目のうち，

「情報の共有化」には 3 項目すべてが含まれていた．

「他の機関との業務協力」，「関係職務との交流」，「連

絡業務の処理と管理」がそれぞれ 1 項目のみであった．

低い順にみると，「あなたは，複数の機関が参加す

る会議等において，自分の判断で一定の費用負担を決

定する権限がありますか」が最も低く，次いで「あな

たは，自分の業務内容について，他の関連機関に資料

を配布していますか」，「あなたは，あなたの機関では

関連機関や多職種との親睦会に参加しますか」であり，

低い 2 つは「連絡業務の処理と管理」の項目であった．

各事業所間の加重平均値差が 0.958 以上の場合 p<0.05、1.142 以上の場合 p<0.01 で有意差

図２．連携活動を行っている機関の種類および連携の強さ
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5． Ａ市の在宅高齢者ケアに関わる連携についての満

足度

連携の満足度については，「あまり満足していない」

（20.4％）と「全く満足していない」（2.2％）を「満

足していない」として集計すると 22.6％であり，「満

足している」（5.4％）と「ほぼ満足している」（5.4％）

を「満足している」として集計した 10.8％と比較する

と，「満足していない」が「満足している」の約 2 倍

であった．「どちらともいえない」とした回答は 66.7

％を占めた．

6． Ａ市における在宅高齢者ケアに関わる連携に関し

て，優れている点，課題，問題点，改善点について

1）優れている点について

42 件の意見の記載があった．Ａ市との関連を見る

と，「市内には色々な事業所があり選択肢が広い」，「予

防支援が充実，いきいきサロン等，楽しみも多い」，「認

知症サポーター養成に力を入れている」，「配食サービ

スなどによる利用者の安否確認ができている」，「他県，

他市に比べ高齢者が若干少ない」，「他市に比べ高齢者

が若干少ない分，ボランティアのできる人はたくさん

いるのではないか」，「民生委員の活動」，「デイケア，

デイサービス事業者が独自の特色を生かしサービスを

提供しようと努力している」等の記載があった．

連携活動に関するものとしては，「在宅ケアセンタ

ーでは，他職種がおり連絡がすぐ取れる」，「文書で連

絡しておりわかりやすい」，「電話での対応もよい」，「民

間が優れている，同法人内に特養，老健，訪問看護等，

様々なサービスと連携できている」，「事業所間の連携

のとりやすさ，協力」，「会議が多く，情報交換がしや

すく共通理解が持てる」，「ケアマネにすぐ相談できる．

ケアマネの調整力，ケアマネの存在で連携を取りやす

い」等の意見があった．医療・看護との関連としては，

「市内に医療機関や関係機関が集中しており連携がと

りやすい」，「病院が多く医療ケアに十分対応できる」，

「医師，看護師との連携，末期癌の方への接し方等，

勉強になる」，「開業医とは連携をとりやすい」，「Ａ市

訪問看護の姿勢」，「Ａ市訪問看護ステーションの早い

対応，情報を求めやすく返答が早い」，「困難事例に関

して各機関がよく相談にのってくれる」等があった．

2） Ａ市における在宅高齢者ケアに関わる連携に関す

る「課題」について

「課題」に関しては，32 件の記載があった．Ａ市

に対する課題としては，「高齢化への対応，孤独や閉

各職種間の加重平均値差が 1.150 以上の場合 p<0.05、1.300 以上の場合 p<0.01 で有意差

図３．連携活動を行っている専門職の種類および連携の強さ
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表１．連携活動の状況

項目 選択肢 回答数（人） 加重平均値

情
報
の
共
有
化

1．あなたは，他の機関（施設等）と分担して援助活動
をした時，進行状況や結果をその関連機関に報告し
ていますか．

1．全く報告しない．
2．あまり報告しない．
3．必要に応じて報告する．
4．いつも報告する．

4
2
79
20

3.10

2．あなたは，利用者が他機関（施設等）から，どんなサー
ビスを受けているか，把握していますか．

1．全く把握していない．
2．あまり把握していない．
3．ある程度把握している．
4．大変よく把握している．

2
11
84
9

2.94

3．あなたは，サービス提供に必要な知識や情報を，他
機関から集めていますか．

1．全く集めていない．
2．あまり集めていない．
3．だいたい集めている．
4．よく集めている．

3
33
59
11

2.74

他
機
関
と
の
業
務
協
力

4．あなたは利用者の相談内容や問題状況を基礎に，他
機関・他職種に対して必要なサービス・プログラム
を作成（文章化）し，提言していますか．

1． 全くしていない．
2．あまりしていない．
3．ある程度している．
4．よくしている．

11
43
34
15

2.51

5．あなたは，他の機関に協力を要請しますか．

1．全く要請しない．
2．あまり要請しない．
3．よく要請する．
4．よく要請する．

10
56
31
6

2.32

6．あなたは，他の機関から協力を要請されますか．

1．全くされない．
2．あまりされない．
3．よくされる．
4．大変よくされる．

11
58
31
2

2.24

関
係
職
務
と
の
交
流

7．あなたはご自分と関連する専門職の集まりだけでな
く，他の職種の専門職員の集まり（会議等）にも参
加していますか．

1．全く参加しない．
2．あまり参加しない．
3．かなり多くの集まりに参加する．
4．すべて参加する．

10
58
34
2

2.27

8．あなたは関連他機関の実務者から，その機関の業務
や実態に関する内容を聞いていますか．

1．全く聞いていない．
2．あまり聞いていない．
3．よく聞いている．
4．すべて聞いている．

8
51
46
0

2.36

9．あなたは関連他機関にどういう専門職がいるか，把
握していますか．

1．全く把握していない．
2．あまり把握していない．
3．ある程度把握している．
4．大変よく把握している．

5
19
78
4

2.76

10．あなたは，事例検討会への参加を，同僚に呼びか
けますか．

1．全く勧めない．
2．あまり勧めない．
3．ある程度勧める．
4．積極的に勧める．

11
41
47
5

2.44

11．あなたは，あなたの機関では関連機関や他職種と
の親睦会に参加しますか．

1．全く参加しない．
2．あまり参加しない．
3．よく参加する．
4．すべて参加する．

25
50
28
1

2.05

12．あなたの機関では専門職が新規に就職した場合，
関連機関に挨拶回りをしますか．

1．全く回らない．
2．あまり回らない．
3．回る．
4．いつも回る．

23
32
41
9

2.34

連
絡
業
務
の
処
理
と
管
理

13．あなたは，複数の機関が参加する会議等において，
自分の判断で一定の費用負担を決定する権限があり
ますか．

1．全くない．
2．あまり持っていない．
3．だいたい持っている．
4．いつもある．

84
14
5
2

1.29

14．あなたは，自分の業務内容について，他の関連機
関に資料を配布していますか．

1．全く報告しない．
2．あまり配布していない．
3．だいたい配布している．
4．すべて配布している．

41
40
22
1

1.84

15．あなたは，複数の機関・専門職で集めた利用者の
情報を，管理していますか．

1．全く管理していない．
2．あまり管理していない．
3．だいたい管理している．
4．すべて管理している．

16
25
48
16

2.61

項目間の有意差：No.3, No.9, No.15 と No.13（p<0.05）， No.1, No.2 と No.13（p<0.01）
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兵庫県Ａ市における在宅高齢者ケアに関わる医療・看護・福祉の連携の現状と課題

じこもり防止のための声かけや見守りなどの互助関係

の構築」，「市の財政，高齢化社会で市町村の資源不足

は改善できるとは思えない．民営化した方がよいと思

う」「自立支援について関わっている人が多いが，市

から丸投げの形で仕事がくる」，「各事業所の特色を生

かした，総合的な支援ができる体制作りが必要（事

業所紹介の冊子はあるが，活用ができていないので

は）」，「民生委員との関わりが少なくなってきた」，「市

民への理解・意識が低い．当事者だけの問題になって

いないか」，「デイサービス等を利用したい人がどこを

利用したいのかなどの情報が少ない」等の意見があっ

た．

医療・看護関連については，「医師や病院，保健所

と距離がある」，「医療依存度の高い高齢者の在宅支援・

在宅にて生活困難な高齢者の入所」，「栄養に関しての

サマリーが病院栄養士から来ない．情報が来ないので

病院から施設入所になった時困ることが多い（看護師

の情報と医師の情報では異なることが多い）」，「医師・

看護師の介護保険の理解」，「医療との連携がとりにく

い（訪問看護が入っていない利用者の場合など）」等

があり，また，その他，「多職種協働（他職種共同）」，

「どのケアマネジャーでも連絡をとりやすくするよう

に専門的知識を伝えていく」，「事例の背景をもっと理

解する努力」，「ことばと態度」，「連携方法」，「家族と

の連絡がとりにくい場合がある」，「高齢者の知識・情

報不足」，「ケアマネの情報把握不足」，「ケアマネのい

ない障害者への自立支援の連携」，「介護相談員につい

て，もっと広め，理解を深めること」等の意見があった．

3） Ａ市における在宅高齢者ケアに関わる連携に関す

る「問題点」について

「問題点」に関しては，39 件の記載があった．「Ａ

市の福祉にかかわる事業所が市民に対してどう支援す

べきかの統一」，「独居の方へのサービスが充実してい

ない」，「地域と家族の在宅を支えるマンパワー不足」，

「特養の不足」，「医療行為が必要なのに入所できない

現状」，「薬価が高い高齢者は老健施設入所困難」，「入

院期間が短い」，「居宅サービス部門の栄養士の不在」，

「元気な高齢者を地域ボランティアに位置付けたらど

うか」，「社会資源が少ない」，「福祉予算．作業をこな

すだけで時間一杯となり，本人と会話する時間，話を

聞いてあげるといつもオーバー気味になる人がいる」，

「医療依存度の高い方，介護者がいない方へのサービ

スの不足，支援がスムーズに行える仕組みづくり」，「自

立支援対象者の窓口がない．」，「行政との連携がとれ

ない」，「介護保険のように自立支援の地域包括支援セ

ンターが欲しい」，「赤穂市は他県に比べ対応が遅れて

いる」，「障害者自立支援法において，ケアプランは本

人が立てるという考えかたができているため，（言っ

た者勝ち）というような感じを受ける」，「個人情報の

保護が十分でない」，「地域包括支援センターにおける，

ＰＲ不足，利用者情報の共有化，あるべき業務の実施，

縦割り意識の改善，機能の発揮が求められる」等の厳

しい意見が多く寄せられていた．

連携実態に関しても，「連携がみえない，一部の連

携しかみえず全体がつかめない」，「本人の一番よいと

思う方法と別の結果になることがある」，「介護職から

の意見がなかなか出てこない」，「相談員の考え方が片

寄っている」，「社協との関係，利用者は権利ばかり主

張し，わがまま一杯の意見ばかりいう，その押さえは

社協からの提案だけでは問題がある」，「事業所毎の温

度差がある」等の切実な意見があった．その他，家

族や医師との関係に関して，「他機関の医師との連携

が取りにくい」，「家族と密に連絡がとれないことがあ

る」，「家族と利用者の意思が違う．もっと本人の意思

を尊重すべきではないか」等の意見があった．

4） Ａ市における在宅高齢者ケアに関わる連携に関し

て「改善点」について

「改善点」に関しては，28 件の記載があった．「高

齢者ケアの中核である包括支援業務を明確にし，かつ

活動・実施が必要」，「行政がもっと力を入れるべきだ

と思う」，「コミュニティを再構築すべき」，「特養・老

健施設の充実（医療行為が受けられるよう職員配置す

るべきだと思う）」，「在宅生活ができるよう支援が必

要」，「在介や包括支援センター，デイサービスにも管

理栄養士を置き，きちんと指導できるようにして欲し

い」，「元気な高齢者を地域でのボランティアとして位

置付ける．元気な高齢者の生きがいにもなる」，「市役

所の関わりがもう少し欲しい，一緒に考え，利用者に

何が本当に必要なのか考えて欲しい」，「障害者自立支

援においても，ケアマネ的な専門職を配置し，ニーズ

に応じた機関との連携で総合的に支援することが必

要」，「介護保険と同様の包括支援センター，ケアマネ

が必要」，「各事業所の交流や情報交換の場があればよ

い（ネットワークを強くするための取組み）」等の前
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向きの意見が多かった．

専門職者と家族との関連に関して，「本人・家族の

意向を重視する」，「家人同士の連携ができにくいとこ

ろがある」，「家人とケアマネの連携がとれていない」，

「コミュニケーションをもっと大切にして欲しい．さ

びしい人，話をしたい人のために家族や地域の人がも

っと接して欲しい」，等の記載があった．その他，「医

療従事者の上から目線」，「地域との連携を密にしてい

く」，「情報の共有化」，「思いやりをもっと前面に出す」，

「意識をどれだけもち共有できているか」，「ケアプラ

ン，ご本人にとってのサービスが本当に必要かどうか，

見極める」，「自身のスキルアップが求められる」等の

意見があった．

5．考察

在宅高齢者ケアに関して，医療・看護・福祉の連携の

現状と今後の課題を明らかにすることを目的に，Ａ市内

の 24 の事業所に勤務する 3 職種（看護職・福祉職・ケ

アマネジャー），総計 200 名を対象として，調査票を用

いて意識調査を行った．調査項目は，記述式も含めて

33 項目であった．連携の強さ等の比較には加重平均値

を用いた．また，推計学的解析は一元配置分散分析によ

った．

まず，「他の機関と連携する目的」については，「より

よい支援のため」が 88.0％とその殆どを占めたことは，

多くの専門職者がよりよい支援を行いたいと考えてお

り，そのため連携は必要であると強く感じていることが

読み取れる．しかし，よりよい支援は当然の前提として，

将来的には，設問とした「客観的情報を得るため」，「業

務の客観性を高めるため」，「困難事例への対応のため」，

「医療福祉事業実施のため」に対する割合が高くなるこ

とが望まれる．

こうした連携活動を行う時間帯については，「勤務時

間内」が 84.3％であり，やはり大半を占めたが，勤務時

間外も約 15％を占めており，使命感を持って努力して

いる様子が伺われた．勤務外での連携活動の背景や職場

状況，また，1 回の連携活動に要する時間等についても

明らかにすることも必要と考えるため，これらについて

は次回の検討課題としたい．

連携活動を行っている機関の種類および連携の強さに

関しては，加重平均値が最も高いのは，居宅介護支援事

業所であり，次いで在宅介護支援センター，訪問介護事

業所，デイサービスセンター，訪問看護ステーションの

順であったことは，連携密度との関係が示唆され，在宅

高齢者ケアに対して，それぞれの事業所が必要に応じて，

適切に対応していることを裏付けている．

連携活動を行っている専門職の種類および連携の強さ

については，ケアマネジャーが最も強く，介護福祉士，

ホームヘルパー，理学療法士，訪問看護師の順であった

ことも，在宅高齢者へのサービスを提供する専門職者が，

被介護者との関係を適切に保持していることを示してい

る．

「連携活動の状況」については，筒井 4）5）が地域福祉

権利擁護事業に携わる「専門員」に対する調査に用いて

いる「保健医療福祉職における連携活動評価尺度」を適

用した．この尺度は「情報共有」，「業務協力」，「関係職

種との交流」，「連携業務の処理と管理」の 4 つの因子か

ら構成され，その妥当性と信頼性については，すでに検

証されている 3）．本調査における連携活動の状況（表１）

を 4 つの因子に分類すると，項目 1 ～ 3 の 3 項目が「情

報の共有化」，項目 4 ～ 6 の 3 項目が「他機関との業務

協力」，項目 7 ～ 12 までの 6 項目が「関係職種との交流」，

項目 13 ～ 15 までの 3 項目が「連絡業務の処理と管理」

となる．

因子毎の加重平均値により比較すると，「情報の共有

化」3 項目は 2.74 ～ 3.10（平均 2.93）であり，最も高か

った．「関係職種との交流」7 項目は 2.05 ～ 2.76（平均

2.37）と「他機関との業務協力」2.24 ～ 2.74（平均 2.36）

はほぼ等しかった．最も低かったのは「連絡業務の処理

と管理」1.29 ～ 2.61（平均 1.91）であった．

今回の結果は，筒井 2）,3）が，「『他機関との情報共有』

や『業務協力』は，比較的実施されているが，積極的な

『関係職種との交流』はなされておらず，『連携業務の

処理や管理』に当たっては役割分担が明確でないことか

ら機関毎の意見が交換されているだけにとどまっている

と推察される」と報告している点とおおむね一致してい

るといえる．しかし，Ａ市おいては，「関係職種との交

流」が比較的高い評価値を示していたことは，「情報の

共有化」が中心であるが，他市に比べ「関係職種との関

係」が良好に推移していることを示唆しているが，その

一方において，費用面や積極的な情報提供などは他市と

同様不十分であると考えられる．

次に，Ａ市における在宅高齢者ケアに関わる連携につ

いての満足度をみてみると，「どちらともいえない」が

66.7％を占めていた点については，回答対象者が明確に

「満足」と断定できる状況になく，理想と現実の間で心
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情的に揺れ動いた結果と推定される．しかも「満足して

いない」が「満足している」の約 2 倍であり，「満足し

ている」割合が 10.8％と低かったことは，眞柄ら 1）や

守本 2）の述べている連携活動が十分に行えていない状

況がＡ市においても内在していることを示している．今

後のＡ市における連携活動のあり方やシステムを構築し

ていく上で留意すべき課題である．在宅高齢者ケアに関

わる専門職が何を望み，理想とする連携システムはどの

ようなことかを的確に把握できるような調査が，今後，

必要と考えられる．

自由記載方式を組み入れた今回の調査で，Ａ市におけ

る在宅高齢者ケアに関わる連携に関して，多くの専門職

者から貴重な生の声を得ることができた．これは，大き

な成果であり，特に，連携のあり方が完全に体系化され

ていない中で，苦悩しつつも，前向きで，建設的な意見

や提言が多く寄せられたことは，連携のシステム構築を

進める上で，活用すべき貴重な基礎資料であると考えて

いる．

以上を総合すると，本調査結果は，単に研究の成果に

とどめることなく，在宅高齢者ケアに関わる事業所，行

政機関，教育の現場が，情報交換や相互協力を今以上に

活発化して，人材育成を視野に，長期展望にたった連携

のシステム作りに活かしていかねばならないと結論した

い．

6．まとめ

Ａ市における在宅高齢者ケアの連携システムの構築を

目的として，看護職，福祉職，ケアマネジャー職の連携

の現状と今後の課題について調査し，次のような結果を

得た．

1）連携活動を行う目的は，「よりよい支援を行うこと」

が約 90％を占めたことは，専門職者の職務遂行の基本

はよい支援の実行にあることを示している．

2）連携活動の時間帯は，多くが業務時間内であったが，

時間外も約 15% あり，使命感を持って努力している姿

勢を示すものと考えられる．

3）連携活動に関する満足度については，「満足していな

い」が，「満足している」を約 2 倍上回り，約 2/3 が「ど

ちらでもない」と回答したことは，現状改革の必要性を

示す結果である．

4）連携活動の状況については，「情報の共有化」が最も

高かったが，他市に比べて「関係職種との関係」が比較

的良好であることが示唆された．

5）自由記載の項目において，連携のシステム構築に活

用すべき多くの有用かつ貴重な意見や提言が得られた．

6）在宅高齢者ケア事業所，行政機関，教育の場が，連

携を密にして，相互協力することが重要であると結論さ

れた．

なお，本論文の一部は，関西福祉大学　地域社会福祉

政策研究所　平成 23 年度報告書にて報告した．
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